
第２次下関市総合計画後期基本計画 策定方針

平成３０年１０月 

１．策定の趣旨

本市は、平成 27 年 3 月に第２次下関市総合計画を策定し、まちづくりの基本

理念である「まちの誇りと自然の恵みを未来へつなぐ輝き海峡都市・しものせ

き」の実現を目指し、様々な施策に取り組んできました。

この間、国際情勢は混迷の度合いを深め、国内においても、相次ぐ大規模な

自然災害の発生をはじめ、平成 27 年の国勢調査では初めて日本の人口が減少す

るなど、地方公共団体を取り巻く環境は刻々と変化し続けています。

本市においても、毎年 2,000 人を超える人口が減少しており、2060 年には人

口が 15 万人を下回ると推計されています。また、高齢者の割合は今後も増加の

一途を辿ると考えられており、危機的な状況を迎えている人口減少・少子高齢

化への対策は、その重要性が日に日に増している状況にあります。

こうした状況においても、都市の魅力と暮らしやすさに磨きをかけ、人口減

少下にあっても活力を失わないまちづくりを進めていくことが重要です。この

ため、第２次下関市総合計画における基本構想を踏まえ、本市の目指すべき都

市像のさらなる実現に向け、平成 32 年度から平成 36 年度を計画期間とする第

２次下関市総合計画後期基本計画を策定するものです。
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２．総合計画の構成と計画期間 

 ① 基本構想：10 年間 平成 27 年度～平成 36 年度 

   本市を取り巻く現状・課題を体系的に整理しながら、市の将来像を掲げ、

目標とする将来像を実現するために必要な施策の大綱を定めているもので

す。 

   基本構想は、平成 27 年度を始期とする 10 年間の施策大綱であるため、

この度の策定対象には含みません。 

 ② 基本計画：後期基本計画として、基本構想の後期 5 年間 

   基本構想を受けて、各施策の分野ごとに課題を掲げ、5 年間において推進

すべき具体的施策を示すものです。 

 ③ 実施計画：基本計画の 5 年間 

   基本計画に掲げた施策展開に基づき、具体的な事業を掲げます。計画期

間は 5 年間とし、毎年度の事業の評価・検証を行いながら見直しするロー

リング方式により、事業の進行管理を行うものです。 

   具体的には、基本計画策定後に定めます。 
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基本構想 
目標とする将来像を実現するために必要な施策の大綱 

基本計画 
基本構想を実現するための各施策の分野ごとの基本的施策 
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基本計画に掲げた施策展開に基づく具体的な事業 

今回の策定対象 

（後期基本計画） 
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３．策定スケジュール

別紙のとおり

４．策定体制

５．策定作業の進め方

① 市職員による下関市総合計画策定委員会を設置

業務委託による資料等を活用しつつ、原案の作成作業を行います。

また、総合計画審議会における審議にも参画し、必要な意見交換等を行

い、原案の作成作業に反映させます。

② 総合計画審議会における検討

下関市総合計画審議会規則に基づき下関市総合計画審議会を開催し、市

長の諮問に応じて、総合計画に関して必要な事項を調査及び審議します。

③ 市民参加

市民へのアンケート調査の実施や住民説明会の開催、パブリックコメン

トを実施し、市民の意見を総合計画に反映します。また、市ホームページ

等を通じて下関市総合計画審議会の議事概要等を公表し、随時市民の意見

を取り入れます。併せて、下関市総合計画審議会の委員選任にあたっては、

市民から公募委員を募ります。

市長 

企画員（課長級） 

幹事会（部次長級） 

総合計画策定委員会  
委員長：第一副市長 

副委員長：第二副市長 
委員：各部局長等 

中間報告・議案提出 

意見・議決 

諮問 

答申 

・市民アンケート調査
・総合計画審議会の

進捗公表
・住民説明会
・パブリックコメント

意見 

総合計画審議会 

市  民 

市議会 

公 
募
委
員
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６．議決事件 

下関市議会基本条例第 11 条第 2 項及び地方自治法第 96 条第 2 項の規定

による議会の議決すべき事件を定める条例に基づき、「市における総合的か

つ計画的な行政の運営を図るための基本的な構想と基本計画とで構成され

る計画の策定」として、議会の承認を求めます。 
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